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下げ調整⼒の調達の必要性について（継続審議）

第２０回調整⼒の細分化及び広域調達の
技術的検討に関する作業会 資料５

２０１９年２⽉８⽇

調整⼒の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会 事務局



1

課題 これまでの議論の⽅向性 ⼩委における論点

3-9
リクワイアメントに対するアセス
メントと実効性を確保するた
めのペナルティ

 アセスメントの考え⽅
（実施⽅法、時期など）

 ペナルティの考え⽅

3-10 需給バランス維持に必要となる調整⼒の必要量

 商品区分ごとの調達量の考え⽅

3-11 下げ調整⼒の調達

 現⾏の運⽤においてはBG計画の中
で下げ調整幅は⼗分にあり、事前
に送配電が確保しておく必要性は
少ない

 下げ調整⼒の調達の必要性

3-12
ΔkW調達不調や調達後に
ΔkWが減少した場合の
対応⽅法

 需給調整市場システム(調達)外で
対応する

 市場で調達できなかった場合にも
確実な需給バランス調整を⾏うため
の⽅法

本⽇の議論の対象 出所）第５回需給調整市場検討⼩委員会（2018.7.31）資料３をもとに作成
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_05_haifu.html



2本⽇ご議論いただきたい内容

 需給調整市場の商品の検討では、調整⼒を細分化し、⼀次調整⼒〜三次調整⼒②、それぞれに上げ下げの１０
区分を商品として⽤意することと整理している。

 また、需給調整市場においては、ΔkWの調達、運⽤（kWh）⼆つの断⾯がある。
 このうち、下げ調整⼒のΔkWを調達することの必要性について、以下の2通りに分けてご議論いただきたい。

 平常時
 エリア内の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる時
(優先給電ルールにもとづき太陽光発電および⾵⼒発電（以下、⾃然変動電源※1）等の出⼒抑制をする時)

 なお、実需給時点では需要の下ぶれや再エネの出⼒増などにより下げ調整の運⽤が必要な局⾯がある。調整⼒の運
⽤については、余⼒活⽤の仕組みにより、下げ調整⼒のΔkWの調達を⾏っていない調整能⼒をもった電源等の下げ
余⼒があればこれを⼗分活⽤できることを前提とする。

※1︓優先給電ルールではFIT電源とFIT以外の再エネ電源を区別していない。



3（参考）商品の要件 [2018.10時点] 出所）第6回需給調整市場検討⼩委員会（2018.10.9）資料2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_06_haifu.html



4（参考）優先給電ルールの経緯

 電⼒系統利⽤協議会ルール（ESCJルール）において、以下のとおり優先給電指令の考え⽅（以下、優先給電
ルール）が整理されていた。
 旧⼀般電気事業者の発電機から出⼒抑制
 全国融通（広域相互協⼒融通）の活⽤ など

 その後、電⼒システム改⾰の第2段階（H28.4、電⼒⼩売全⾯⾃由化）においてライセンス制が導⼊される時期
に、「電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（以下、再エネ特措法、H24.7
施⾏）において、再エネの利⽤促進を前提とした優先給電の考え⽅が整理されたことから、再エネ特措法と整合性
を確保することを踏まえた優先給電ルールの⾒直しがなされた。

 再エネ特措法は再エネの利⽤促進を⽬的としたものであり、再エネ特措法施⾏規則においては、再エネの発電を
優先するための抑制順位に係る記載があり、優先給電ルールはこれと整合をとったものとなった。
（再エネ特措法施⾏規則では再エネ出⼒抑制を⾏うにあたり、事前に講じるべき「回避措置」を規定している）



5（参考）優先給電ルールにおける抑制指令順位のイメージ

出所）第3回 電⼒・ガス事業分科会 電⼒基本政策⼩委員会（2015.12.10）資料5 3ページをもとに作成
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_kihon/pdf/003_05_00.pdf

＜新たな抑制指令順位のイメージ＞（2016年4⽉〜）
ａ．⼀般送配電事業者があらかじめ確保する調整⼒（⽕⼒等）（電源Ⅰ）及び⼀般送配電

事業者からオンラインでの調整ができる⽕⼒発電等（電源Ⅱ）の出⼒抑制 （注1）及び揚⽔
式発電機の揚⽔運転

ｂ．⼀般送配電事業者からオンラインでの調整ができない⽕⼒発電等（電源Ⅲ）の出⼒抑制
（注1,2,3）

ｃ．連系線を活⽤した広域的な系統運⽤（⻑周期広域周波数調整）
ｄ．バイオマス電源（注4）の出⼒抑制
ｅ．⾃然変動電源（太陽光・⾵⼒）（注5）の出⼒抑制
ｆ．電気事業法に基づく広域機関の指⽰（緊急時の広域系統運⽤）
ｇ．⻑期固定電源（注6）の出⼒抑制

（注1）⽕⼒発電にはバイオマス混焼発電（地域資源バイオマスを除く）を含む。鉄鋼や製紙⼯場等における⾃家発電の余剰電⼒等の経済活動に伴って出⼒が発⽣する等の
要因により出⼒を調整できないものは対象外とする。

（注2）原則、発電事業者に差損が発⽣しない範囲内で発電計画の変更を指令すものとするが、必要に応じて、発電事業者に差損が発⽣する場合にも指令できるものとする。
（注3）オンライン調整が可能な電源であっても、⼀般送配電事業者からオンライン指令する契約をしない場合には「電源Ⅲ」に含まれる。
（注4）バイオマス専焼の出⼒抑制後に地域資源バイオマスの出⼒抑制（出⼒制御が困難なものを除く）を⾏う。
（注5）ＦＩＴ対象電源、ＦＩＴ対象外電源は同列。ただし、ＦＩＴ対象電源内の出⼒制御はＦＩＴ関連法令等により規定。
（注6）⻑期固定電源とは、原⼦⼒、⽔⼒（揚⽔式を除く）及び地熱発電所を指す。
（※）⼩売電気事業者、発電事業者は、市場の活⽤等により計画値同時同量の達成を⽬指すため、メリットオーダーの実現が達成されていく。しかし、それでもなお発⽣すると⾒

込まれる再エネ発電量の予測誤差やインバランス等に対応するために、⼀般送配電事業者は、基本的にメリットオーダーで調整し、⾼コストの電源から抑制指令を⾏うことに
なる。

（※）a.に位置づけられている調整⼒（電源Ⅰ、電源Ⅱ）を活⽤してもなお、供給が需要を上回り、⼀般送配電事業者が確保している調整⼒では調整しきれないおそれがあ
る場合は、b以下 の指令を⾏う。

（※）b（電源Ⅲの出⼒抑制）とc（連系線を活⽤した広域的な系統運⽤）の順位については、仮に、（c）連系線を活⽤した広域的な系統運⽤の実施後に（b）オンライ
ンでの調整が出来ない⽕⼒発電等（電源Ⅲ）の抑制指令を⾏うとした場合、実務上、運⽤が間に合わない場合がありうること、オンライン調整が可能であっても、⼀般送
配電事業者からのオンライン指令を受け⼊れる契約をしない電源も存在することを踏まえ、bを上位にすることとした。



6（参考）制度設計ワーキンググループでの審議内容

出所）第12回基本政策分科会 電⼒システム改⾰⼩委員会 制度設計ワーキンググループ（2015.1.22）資料6-4（⾚枠追加）
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/012_06_04.pdf



7（参考）制度設計ワーキンググループでの審議内容

出所）第12回基本政策分科会 電⼒システム改⾰⼩委員会 制度設計ワーキンググループ（2015.1.22）資料6-4（⾚枠追加）
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/012_06_04.pdf



8（参考）電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（抄）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（抄）

【電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（抄）】
（⽬的）
第⼀条 この法律は、エネルギー源としての再⽣可能エネルギー源を利⽤することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ
適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再⽣可能エ
ネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再⽣可能エネルギー
源の利⽤を促進し、もって我が国の国際競争⼒の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国⺠経済の健全な発展に寄与すること
を⽬的とする。

（特定契約の申込みに応ずる義務）
第⼗六条 電気事業者は、⾃らが維持し、及び運⽤する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、⼜は接続しようとする認定事業者から、
当該再⽣可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき
その他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。

【電気事業者による再⽣可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施⾏規則（抄）】
（特定契約の締結を拒むことができる正当な理由）
第⼗四条 法第⼗六条第⼀項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
（中略）
⼋ 特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運⽤する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該
認定発電設備の出⼒の抑制に関し次に掲げる事項（中略）を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ 特定契約電気事業者が、次の（１）及び（２）に掲げる措置（以下、「回避措置」という）を講じたとしてもなお特定契約電気事
業者の⼀般送配電事業（中略）のための電気の供給量がその需要量を上回ることが⾒込まれる場合（中略）において、特定契約申
込者（中略）は、特定契約電気事業者の指⽰に従い当該認定発電設備の出⼒の抑制を⾏うこと（中略）、当該抑制により⽣じた
損害（中略）の補償を求めないこと（中略）及び当該抑制を⾏うために必要な体制の整備を⾏うこと。
（１） 特定契約電気事業者が維持し、及び運⽤する電線路と電気的に接続されている発電設備（太陽光発電設備、⾵⼒発電

設備、原⼦⼒発電設備、⽔⼒発電設備（揚⽔式発電設備を除く。）及び地熱発電設備を除く。（中略））の出⼒の抑
制（安定供給上の⽀障があると判断される限度まで⾏われる出⼒の抑制（中略）をいう。）、並びに⽔⼒発電設備（揚⽔
式発電設備に限る。）の揚⽔運転

（２） 会社間連系線を⽤いた広域的な周波数調整の要請 （以下略）



9⽬次

1. 下げ調整⼒のΔkW調達の必要性
 平常時
 エリア内の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる時

2. まとめ



10

1. 下げ調整⼒のΔkW調達の必要性
 平常時
 エリア内の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる時

2. まとめ



11【2023年度以前】

（参考）上げ調整力の調達（ΔkW）

 実需給時点で上げ調整を⾏うには、オンラインで調整可能な電源等（以降、調整電源等）が存在すること、調整機
能が使⽤できる状態であること（機能ロックされていないこと）、上げ余⼒(上げΔkW)が確保されていること、⼀般送
配電事業者が上げ余⼒を活⽤できること（例えば、電源Ⅰ契約や電源Ⅱ契約を締結すること）が必要である。
 調達段階
• 発電事業者がメリットオーダーにもとづく発電計画を作成すると、安価な調整電源等から順に定格出⼒となるた
め、上げΔkWを備えた調整電源等はあまり⽣じない。このため、上げΔkWを確保するには、発電事業者にとって
の経済性を阻害してでも電源持替等により意図的に調整電源等に上げΔkWを作ることが必要である。

• なお、現状は電源Ⅰおよび電源Ⅱ契約に基づき、⼀般送配電事業者が指⽰して上げΔkWを確保しており※1、
需給調整市場創設後は市場で調達して上げΔkWを確保することになる。

 運⽤段階
• 実需給時点では、事前に確保した上げΔkWとGC後の上げ余⼒を利⽤して、エリア内※2のメリットオーダーにより
上げ調整を⾏う。

出⼒

（安） （⾼）

上げΔkW※3

【ﾒﾘｯﾄｵｰﾀﾞｰにもとづく発電計画】
（安い調整電源等から順に定格出⼒運転となる）

【意図的に上げΔkWを確保】
発電事業者にとっての
経済性は左図に劣る

ΔkWを確保するために
安価な電源の出⼒を下げる
その持ち替えとして
⾼価な電源の出⼒を上げる

出⼒

（安） （⾼）

上げΔkW

調達段階 運⽤段階
【余⼒と合わせたｴﾘｱ内※2のﾒﾘｯﾄｵｰﾀﾞｰ運⽤】

出⼒

（安） （⾼）

卸電⼒取引結果
等による差替え余⼒

※1︓機会損失費⽤の補償は必要に応じて⾏う。
※2︓2019年度より段階的に広域メリットオーダー運⽤が⾏われていく。 ※3︓応動時間内に供出できる量で表⽰した。



12平常時の下げ調整⼒の調達（ΔkW）

出⼒

（安） （⾼）

出⼒

（安） （⾼）

下げΔkW※2
卸電⼒取引結果
等によるﾊﾞﾗﾝｽ停⽌

最低
出⼒

最低
出⼒

※1︓調整電源等が余⼒活⽤契約を締結することは、容量市場における契約上のリクワイヤメントの⼀部としている。
※2︓応動時間内に供出できる量で表⽰した。 ※3︓2019年度まではエリア内のメリットオーダー運⽤を⾏う。

< 2024年度以降の流れ >
調達段階 運⽤段階

 実需給時点で下げ調整を⾏うには、オンラインで調整可能な電源等が存在すること、調整機能が使⽤できる状態で
あること（機能ロックされていないこと）、下げ余⼒(下げΔkW)が確保されていること、⼀般送配電事業者が下げ余
⼒を活⽤できること（例えば、電源Ⅱ契約を締結すること）が必要である。
 調達段階
• 発電事業者がメリットオーダーにもとづく発電計画を作成すると、安価な調整電源等から順に定格出⼒となるた
め、⼗分な量の下げΔkWを備えた調整電源等が⾃然に存在する。

 運⽤段階
• 実需給時点では、電源Ⅱ契約に基づき、⾃然に⽣じた下げΔkWを利⽤して、エリア内のメリットオーダーにより下
げ調整を⾏う。

※なお、2024年度から電源Ⅱ契約は余⼒活⽤契約※1へ移⾏し、余⼒活⽤契約に基づき同様の運⽤をすること
となる。ただし、余⼒活⽤契約に実効性を持たせるには、発電事業者が余⼒活⽤に応じるインセンティブ性につ
いての検討が必要となる。

 BG計画の中で⾃然体で下げΔkWは確保されることとなり、下げΔkWを市場で調達する必要性はない。

【ﾒﾘｯﾄｵｰﾀﾞｰにもとづく発電計画】
（安い調整電源等から順に定格出⼒運転となる）

【余⼒を使⽤した広域ﾒﾘｯﾄｵｰﾀﾞｰ運⽤※3】



13（参考）余力活用契約について①

出所）第12回容量市場の在り⽅等に関する検討会（2018.6.22）資料3（⾚下線追加）
https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2018/youryou_kentoukai_haihu12.html



14（参考）余力活用契約について②

出所）第12回容量市場の在り⽅等に関する検討会（2018.6.22）資料3（⾚下線追加）
https://www.occto.or.jp/iinkai/youryou/kentoukai/2018/youryou_kentoukai_haihu12.html



15（参考）電源Ⅱ契約と余力活用契約について

出所）第8回需給調整市場検討⼩委員会（2019.1.24）資料5（⾚枠追加）
http://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2018/2018_jukyuchousei_08_haifu.html
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1. 下げ調整⼒のΔkW調達の必要性
 平常時
 エリア内の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる時
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（余⽩）



18優先給電ルールに基づいた出⼒抑制のプロセス

 電気の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる場合には、優先給電ルールに基づく対応を⾏う。
 優先給電ルールに基づいた⾃然変動電源の出⼒抑制量は以下のプロセスにより決定される。
①需要の下ぶれと⾃然変動電源出⼒の上ぶれを考慮して、供給⼒全体で必要となる出⼒抑制の必要量を算定
②優先給電ルールの順に基づき⾃然変動電源以外の電源（⻑周期広域周波数調整を含む）の抑制可能量
（下げΔkW）を把握

③その上でなお供給⼒に余剰が残る場合は、⾃然変動電源の出⼒抑制量（下げΔkW）を算定
→ それぞれの抑制の決定・通知については、その抑制指令の締切が早いものから順に出⼒抑制を指令していく。
そのため、この指令の順は必ずしも優先給電ルールの順とはならない。

 以上より、優先給電ルールの順に基づき抑制することができるため、下げ調整⼒をΔkWをあらかじめ市場で調達しな
くても下げ調整を⾏うことは可能である。
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⾃然変動電源
35

（参考）自然変動電源の抑制量の決定プロセスについて

単位︓万kW

⻑期固定電源
10

5
5
10

5万kW

⻑期固定電源
10

5
5

電源Ⅰ・ Ⅱ
35

実需給時点の
供給⼒の積上げ

※1:エリアの給電運⽤基準で定めた下げ調整代は確保する。

出⼒抑制に時間がかかる電
源を先に抑制し、実需給にお
ける⾃然変動電源や需要な
どの変動は直前まで抑制可
能な電源Ⅰ・Ⅱで対応する。

<下げΔkW確保の検討>
※本来であればΔkWの安いものから確保していく

前⽇ｽﾎﾟｯﾄ後の
供給⼒の積上げ

①供給⼒全体で必
要となる出⼒抑制
の必要量を算定

②⾃然変動電源以
外の電源の抑制
可能量を把握

③⾃然変動電源の
出⼒抑制量を
算定

エリア需要
90

⻑期固定電源
10

バイオマス
10

電源Ⅲ
10

電源Ⅰ・Ⅱ
20

⾃然変動電源の上ぶれ
需要の下ぶれ

30

⻑期固定電源
10

バイオマス
10

電源Ⅰ・Ⅱ
20

⾃然変動電源
40

30万kW

電源Ⅲ
10

⻑期固定電源
10

バイオマス
10

電源Ⅲ
10

電源Ⅰ・Ⅱ
20

⾃然変動電源
40

⾃然変動電源の上ぶれ
需要の下ぶれ

30

10万kW
下げ可能※1

5万kW
下げ可能
5万kW
下げ可能

②⻑周期広域
周波数調整
の枠を設定

5万kW
95

⾃然変動電源
40

⾃然変動電源の上ぶれ
需要の下ぶれ

30

⾃然変動電源
40

③抑制量を算定
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1. 下げ調整⼒のΔkW調達の必要性
 平常時
 エリア内の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる時
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21まとめ

 エリア内で供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる際に適⽤される優先給電ルールは、抑制順位に基づいて抑
制可能量（下げΔkW）を確保して、⾃然変動電源の出⼒抑制量を決めるという考え⽅であり、これを前提として
以下のとおり対応することとなる。
 平常時
 発電事業者がメリットオーダーにもとづく発電計画を作成すると、安価な調整電源等から順に定格出⼒に
なると考えられるため、⼗分な量の下げΔkWを備えた調整電源等が⾃然に⽣じる。

 このため、下げ調整⼒についてΔkWをあらかじめ市場で調達する必要性はない。
 なお、これは余⼒活⽤の仕組みにより、下げ調整⼒のΔkW調達を⾏っていない調整能⼒を持った電源
等の下げ余⼒を⼗分活⽤できることを前提としている。ただし、余⼒活⽤契約に実効性を持たせるには、
発電事業者が余⼒活⽤に応じるインセンティブ性についての検討が必要となる。

 エリア内の供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる時
 優先給電ルールによる抑制順位に基づいて抑制可能量（下げΔkW）を確保して、⾃然変動電源の出
⼒抑制量（下げΔkW）を決めることで下げΔkWを確保することができる。

 このため、下げ調整⼒についてΔkWをあらかじめ市場で調達する必要性はない。
 なお、これはエリア内で供給量が需要量を上回ることが⾒込まれる際に適⽤される優先給電ルールがある
ことを前提としており、この前提を変更する場合には国の審議会にて検討が必要。

 以上より、下げΔkWをあらかじめ調達することなく運⽤が可能と考えられるため、下げΔkWについては市場調達しな
いこととしてはどうか。


